
【参考資料】 

 

 

機構改革に伴う関係規則の整備に関する規則新旧対照条文 

○湯河原町職員提案規則の一部改正（第１条関係） 

現     行 改  正  後 備 考 

（提案の方法） 

第４条 職員が第２条に規定する

提案をしようとするときは、湯河

原町職員事務改善・提案報告書

（以下「提案書」という。）（別

記様式）に必要事項を具体的に記

入し、参考資料を添えて、庶務課

長を経て町長に提出しなければ

ならない。 

２ （略） 

（実績褒賞） 

第12条 所管課等長は、その所属事

項について所属職員から第４条

の規定によらず直接の提案があ

り、第２条の規定に該当する改善

を行い適切な効果を上げたとき

は、庶務課長を経て町長に褒賞を

申請することができる。 

 

２ （略） 

 

 

 

 

 

 

（提案の方法） 

第４条 職員が第２条に規定する

提案をしようとするときは、湯河

原町職員事務改善・提案報告書

（以下「提案書」という。）（別

記様式）に必要事項を具体的に記

入し、参考資料を添えて、職員提

案事務所管課長を経て町長に提

出しなければならない。 

２ （略） 

（実績褒賞） 

第12条 所管課等長は、その所属事

項について所属職員から第４条

の規定によらず直接の提案があ

り、第２条の規定に該当する改善

を行い適切な効果を上げたとき

は、職員提案事務所管課長を経て

町長に褒賞を申請することがで

きる。 

２ （略） 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日 

から施行する。 

（経過措置） 

２ （略） 

３ （略） 

４ （略） 

 



【参考資料】 

 

 

○湯河原町職員の旅費に関する条例施行規則の一部改正（第２条関係） 

現     行 改  正  後 備 考 

（指定自動車運転員の在勤地外

の日額旅費） 

第13条 指定自動車運転員の在勤

地外の日額旅費は、自動車運転員

のうち旅行命令権者が庶務課長

と協議して指定する者が在勤地

外の旅行をしたときに支給する。 

 

２ 旅行命令権者は、前項の指定自

動車運転員を指定から除く場合

は庶務課長に通知しなければな

らない。 

３ （略） 

４ （略） 

（研修等の日額旅費） 

第14条 （略） 

２ 宿泊を要する研修等及び特別

の事情により前項により難い研

修等の日額旅費については、その

都度旅行命令権者が庶務課長と

協議して定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（指定自動車運転員の在勤地外

の日額旅費） 

第13条 指定自動車運転員の在勤

地外の日額旅費は、自動車運転員

のうち旅行命令権者が給与事務

所管課長と協議して指定する者

が在勤地外の旅行をしたときに

支給する。 

２ 旅行命令権者は、前項の指定自

動車運転員を指定から除く場合

は給与事務所管課長に通知しな

ければならない。 

３ （略） 

４ （略） 

（研修等の日額旅費） 

第14条 （略） 

２ 宿泊を要する研修等及び特別

の事情により前項により難い研

修等の日額旅費については、その

都度旅行命令権者が給与事務所

管課長と協議して定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日 

から施行する。 

（経過措置） 

２ （略） 

３ （略） 

４ （略） 
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○湯河原町駐車場条例施行規則の一部改正（第３条関係） 

現     行 改  正  後 備 考 

（用語の意義） 

第２条 この規則の用語の意義は、

条例で定めるもののほか、それぞ

れ次に定めるところによる。 

(1) （略） 

(2) 管理者 まちづくり課長、

土木課長、観光課長及び社会

教育課長をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（用語の意義） 

第２条 この規則の用語の意義は、

条例で定めるもののほか、それぞ

れ次に定めるところによる。 

(1) （略） 

(2) 管理者 財政課長、まちづ

くり課長、観光課長及び社会

教育課長をいう。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日 

から施行する。 

（経過措置） 

２ （略） 

３ （略） 

４ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【参考資料】 

 

 

○湯河原町消防本部の組織及び事務分掌に関する規則の一部改正（第４条関係） 

現     行 改  正  後 備 考 

（組織） 

第２条 消防本部に次の課を置く。 

総務課 

警防課 

（事務分掌） 

第３条 総務課の事務分掌は、次の

とおりとする。 

総務係 

(1) （略） 

   | 

(14) （略） 

消防団係 

(1) （略） 

  ｜ 

(7) （略） 

２ 警防課の事務分掌は、次のとお

りとする。 

予防係 

(1) （略） 

  ｜ 

  (13) （略） 

(14) 少年少女消防クラブ及 

び幼年消防クラブに関す

ること。 

(15) （略） 

警防係 

(1) （略） 

  ｜ 

(12) （略） 

 

 

(13) その他消防及び警防業

務に関すること。 

 

 

 

 

 

（組織） 

第２条 消防本部に次の課を置く。 

消防総務課 

警防課 

（事務分掌） 

第３条 消防総務課の事務分掌は、

次のとおりとする。 

総務係 

(1) （略） 

   | 

(14) （略） 

消防団係 

(1) （略） 

  ｜ 

(7) （略） 

２ 警防課の事務分掌は、次のとお

りとする。 

予防係 

(1) （略） 

  ｜ 

  (13) （略） 

(14) 幼年消防クラブに関す

ること。 

 

(15) （略） 

警防救急係 

(1) （略） 

  ｜ 

  (12) （略） 

(13) 少年少女消防クラブに

関すること。 

(14) その他消防及び警防業

務に関すること。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日 

から施行する。 

（経過措置） 
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現     行 改  正  後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ （略） 

３ （略） 

４ （略） 
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〇湯河原町予算決算会計規則の一部改正（第５条関係） 

現     行 改  正  後 備 考 

（用語の意義） 

第２条 この規則において、次の各

号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

(1) （略） 

 ｜ 

(3) （略） 

(4) 課等長 湯河原町職員の職

の設置等に関する規則(昭和

41年湯河原町規則第12号)第

2条に規定する課又は課に準

ずる所等の長、議会事務局

長、教育委員会事務局の課

長、消防本部の消防長、総務

課長、警防課長及び消防署長

をいう。 

(5) （略） 

 ｜ 

(8) （略） 

（職員の指定） 

第127条 法第243条の２の２第１

項後段の規定により賠償の責め

を負う職員の範囲は、次に掲げる

とおりとする。 

(1) （略） 

 ｜ 

(5) （略） 

（事故報告及び処分の手続） 

第128条 課等長は、出納員その他

の会計職員、資金前渡を受けた職

員、占有動産を保管している職員

又は物品を使用している職員が、

その保管に係る現金、有価証券、

物品若しくは占有動産又はその

使用に係る物品を亡失し、若しく

は損傷したとき又は前条第３号

及び第４号に掲げる職員が法令

の規定に違反して法第243条の２

（用語の意義） 

第２条 この規則において、次の各

号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

(1) （略） 

 ｜ 

(3) （略） 

(4) 課等長 湯河原町職員の職

の設置等に関する規則(昭和

41年湯河原町規則第12号)第

2条に規定する課又は課に準

ずる所等の長、議会事務局

長、教育委員会事務局の課

長、消防本部の消防長、消防

総務課長、警防課長及び消防

署長をいう。 

(5) （略） 

 ｜ 

(8) （略） 

（職員の指定） 

第127条 法第243条の２の８第１

項後段の規定により賠償の責め

を負う職員の範囲は、次に掲げる

とおりとする。 

(1) （略） 

 ｜ 

(5) （略） 

（事故報告及び処分の手続） 

第128条 課等長は、出納員その他

の会計職員、資金前渡を受けた職

員、占有動産を保管している職員

又は物品を使用している職員が、

その保管に係る現金、有価証券、

物品若しくは占有動産又はその

使用に係る物品を亡失し、若しく

は損傷したとき又は前条第３号

及び第４号に掲げる職員が法令

の規定に違反して法第243条の２

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【参考資料】 

 

 

現     行 改  正  後 備 考 

の２第１項第２号及び第３号に

掲げる行為をしたこと若しくは

怠ったことにより町に損害を与

えたときは、直ちにその事実を詳

細に記載した書類を作成し、参考

資料を添えて会計管理者にその

旨を報告しなければならない。 

２ 課等長は、前条第１号、第２号

及び第５号に掲げる職員が法令

の規定に違反して法第243条の２

の２第１項第１号、第２号及び第

４号に掲げる行為をしたとき又

は怠ったことにより町に損害を

与えたときは、直ちにその事実を

詳細に記載した書類を作成し、参

考書類を添えて財政主管課長に

その旨を報告しなければならな

い。 

３ （略） 

４ 町長は、前項の報告に基づき、

その責任が職員にあると確認し

たときは、法第243条の２の２第

３項に規定する手続をとらなけ

ればならない。 

（収支計算書） 

第135条 会計管理者は、毎月10日

までに前月分の収支計算書（様式

第75号）を作成し、町長に報告し

なければならない。 

様式第24号 
様式第24号（第25条関係） 

 

支出負担行為書   （略） 

 （略） 

（略） 

（略） 
参  事 庶務課長 

（略） 

（略） 

 

の８第１項第２号及び第３号に

掲げる行為をしたこと若しくは

怠ったことにより町に損害を与

えたときは、直ちにその事実を詳

細に記載した書類を作成し、参考

資料を添えて会計管理者にその

旨を報告しなければならない。 

２ 課等長は、前条第１号、第２号

及び第５号に掲げる職員が法令

の規定に違反して法第243条の２

の８第１項第１号、第２号及び第

４号に掲げる行為をしたとき又

は怠ったことにより町に損害を

与えたときは、直ちにその事実を

詳細に記載した書類を作成し、参

考書類を添えて財政主管課長に

その旨を報告しなければならな

い。 

３ （略） 

４ 町長は、前項の報告に基づき、

その責任が職員にあると確認し

たときは、法第243条の２の８第

３項に規定する手続をとらなけ

ればならない。 

（収支月計表） 

第135条 会計管理者は、毎月10日

までに前月分の収支月計表（明細  

表）（様式第75号）を作成し、町

長に報告しなければならない。 

様式第24号 
様式第24号（第25条関係） 

 

支出負担行為書   （略） 

 （略） 

（略） 

（略） 
参  事 総務課長 

（略） 

（略） 

 

 

 

 

 

http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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現     行 改  正  後 備 考 

様式第25号 
様式第25号（第25条関係） 

 

支出命令書    （略） 

 （略） 

（略） 

（略） 
参  事 庶務課長 

（略） 

（略） 

 

様式第26号 
様式第 26 号（第 25 条関係） 

 

支出負担行為兼支出命令書（略） 

 （略） 

（略） 

（略） 
参  事 庶務課長 

（略） 

（略） 

 

様式第27号 
様式第27号（第25条関係） 

 

精算書     （略） 

 （略） 

（略） 

（略） 
参  事 庶務課長 

（略） 

（略） 

 

様式第28号 
様式第28号（第25条関係） 

 

歳出予算流用書   （略） 

  

（略） 

（略） 
参  事 庶務課長 

（略） 

（略） 

 

様式第25号 
様式第25号（第25条関係） 

 

支出命令書    （略） 

 （略） 

（略） 

（略） 
参  事 総務課長 

（略） 

（略） 

 

様式第26号 
様式第 26 号（第 25 条関係） 

 

支出負担行為兼支出命令書（略） 

 （略） 

（略） 

（略） 
参  事 総務課長 

（略） 

（略） 

 

様式第27号 
様式第27号（第25条関係） 

 

精算書     （略） 

 （略） 

（略） 

（略） 
参  事 総務課長 

（略） 

（略） 

 

様式第28号 
様式第28号（第25条関係） 

 

歳出予算流用書   （略） 

  

（略） 

（略） 
参  事 総務課長 

（略） 

（略） 

 



【参考資料】 

 

 

現     行 改  正  後 備 考 

様式第29号 
様式第29号（第25条関係） 

 

予備費充用書   （略） 

  

（略） 

（略） 
参  事 庶務課長 

（略） 

（略） 

 

様式第30号 
様式第30号（第25条関係） 

 

配当替伺書    （略） 

  

（略） 

（略） 
参  事 庶務課長 

（略） 

（略） 

 

様式第31号 
様式第31号（第25条関係） 

 

歳入更正書    （略） 

  

（略） 

（略） 
参  事 庶務課長 

（略） 

（略） 

 

様式第32号 
様式第32号（第25条関係） 

 

歳出更正書    （略） 

  

（略） 

（略） 
参  事 庶務課長 

（略） 

（略） 

 

様式第29号 
様式第29号（第25条関係） 

 

予備費充用書   （略） 

  

（略） 

（略） 
参  事 総務課長 

（略） 

（略） 

 

様式第30号 
様式第30号（第25条関係） 

 

配当替伺書    （略） 

  

（略） 

（略） 
参  事 総務課長 

（略） 

（略） 

 

様式第31号 
様式第31号（第25条関係） 

 

歳入更正書    （略） 

  

（略） 

（略） 
参  事 総務課長 

（略） 

（略） 

 

様式第32号 
様式第32号（第25条関係） 

 

歳出更正書    （略） 

  

（略） 

（略） 
参  事 総務課長 

（略） 

（略） 
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現     行 改  正  後 備 考 

様式第39号 
様式第39号（第37条関係） 

 

調定書 

 （略） 

（略） 

（略） 
参  事 庶務課長 

（略） 

（略） 

 

様式第48号 
様式第48号（第52条関係） 

 

収入伝票 

 （略） 

（略） 

（略） 
参  事 庶務課長 

（略） 

（略） 

 

様式第52号 
様式第52号（第55条関係） 

 

不納欠損処分決定書 

 （略） 

（略） 

（略） 
参  事 庶務課長 

（略） 

（略） 

 

様式第53号 
様式第53号（第57条関係） 

 

過誤納金還付決議書 

 （略） 

（略） 

（略） 
参  事 庶務課長 

（略） 

（略） 

 

様式第39号 
様式第39号（第37条関係） 

 

調定書 

 （略） 

（略） 

（略） 
参  事 総務課長 

（略） 

（略） 

 

様式第48号 
様式第48号（第52条関係） 

 

収入伝票 

 （略） 

（略） 

（略） 
参  事 総務課長 

（略） 

（略） 

 

様式第52号 
様式第52号（第55条関係） 

 

不納欠損処分決定書 

 （略） 

（略） 

（略） 
参  事 総務課長 

（略） 

（略） 

 

様式第53号 
様式第53号（第57条関係） 

 

過誤納金還付決議書 

 （略） 

（略） 

（略） 
参  事 総務課長 

（略） 

（略） 
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現     行 改  正  後 備 考 

様式第70号 
様式第70号（第90条関係） 

 

返納金決議書 

 （略） 

（略） 

（略） 
参  事 庶務課長 

（略） 

（略） 

 

様式第75号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第70号 
様式第70号（第90条関係） 

 

返納金決議書 

 （略） 

（略） 

（略） 
参  事 総務課長 

（略） 

（略） 

 

様式第75号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  附 則 

（施行期日） 

様式第75号（第135条関係） 

町 長 副 町

長 

会 計

管 理

者 

財 政

課 長 

会 計

課 長 

合  

議 

      

収支計算書 

 年度 年 月 日分      作成日 年 月 日     

会計

名 

収    入 支    出 

残高 

前月

まで 

の累

計 

本月

分 

 

累 

計 

 

前月

まで 

の累

計 

本月

分 

累 

計 

        
        
        
        
        
        
        
        
        

小計        

 

 

様式第75号（第135条関係） 
収支月計表（明細表） 

年度 

年 月末現在           （単位：円） 

会

計 

前

月

末

残

高 

受 高 状 

況 
払 高 状 況 

本

月

受

払

高 

繰

替

運

用

金 

一

時

借

入

金 

残

高 

前

月

末

受

高 

本

月

受

高 

累 

計 

前月

末払

高 

本月

払高 

累 

計 

            

            

            

            

            

            
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

合

計 
    

    

   

 
 



【参考資料】 

 

 

現     行 改  正  後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ この規則は、令和６年４月１日 

から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の湯河原町予算決算会

計規則第２条、第135条、様式第

24号から様式第32号まで、様式第

39号、様式第48号、様式第52号、

様式第53号、様式第70号及び様式

第75号の規定にかかわらず、令和

５年度の出納整理期間中におけ

る当該年度の収入及び支出につ

いては、なお従前の例による。 

３ （略） 

４ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【参考資料】 

 

 

○湯河原町の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正（第６条関係） 

現     行 改  正  後 備 考 

別表第１（第３条関係） 

  級別標準職務表 
給料表

の区分 

職務

の級 

標準的な職務 

行政職

給料表

（一） 

(略) （略） 

４級 １ （略） 

２ （略） 

３ 消防本部係長又は主査

及び消防署の小隊長又は

主査の職務 

４ （略） 

５級 １ （略） 

｜ 

３ （略） 

４ 消防本部の副課長又は

主幹並びに消防署の副署

長、隊長及び中隊長の職務 

５ （略） 

 

(略) （略） 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第１（第３条関係） 

  級別標準職務表 
給料表

の区分 

職務

の級 

標準的な職務 

行政職

給料表

（一） 

(略) （略） 

４級 １ （略） 

２ （略） 

３ 消防本部の係長又は主

査及び消防署の係長又は

主査の職務 

４ （略） 

５級 １ （略） 

｜ 

３ （略） 

４ 消防本部の副課長又は

主幹並びに消防署の副署

長、隊長、副隊長及び主

幹の職務 

５ （略） 

(略) （略） 

（略） 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日 

から施行する。 

（経過措置） 

２ （略） 

３ （略） 

４ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【参考資料】 

 

 

○湯河原町職員の扶養手当の支給に関する規則の一部改正（第７条関係） 

現     行 改  正  後 備 考 

別記様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式（第２条関係） 
  扶 養 親 族 届  年 月 日提出 

（略） 

(略) 
決

裁 

庶務

課長 

副課

長 
係長 担当 

所属

課等

長 

  
  

      

（略） 

 

別記様式 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日 

から施行する。 

（経過措置） 

２ （略） 

３ この規則の施行の際現に提出

されているこの規則による改正

前の様式（次項において「旧様式」

という。）により使用されている

書類は、この規則による改正後の

様式によるものとみなす。 

４ この規則の施行の際現にある

旧様式による用紙については、当

分の間、これを取り繕って使用す

ることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式（第２条関係） 
  扶 養 親 族 届  年 月 日提出 

（略） 

(略) 
決

裁 

総務

課長 

副課

長 
係長 担当 

所属

課等

長 

  
  

      

（略） 

 

 



【参考資料】 

 

 

○湯河原町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金に関する条例施行規則の一部

改正（第８条関係） 

現     行 改  正  後 備 考 

（庶務） 

第５条 審査委員会の事務は、消防

本部総務課で処理する。 

 

第１号様式 
第１号様式（第２条関係） 

湯消本第  号 

年 月 日  

湯河原町長 様 

湯河原町消防長   印 

賞じゅつ上申書 

（略） 

（略） 

  

第２号様式 
第２号様式（第２条関係） 

事 実 調 書 

  

（略） 

（略） 

  

第３号様式 
第３号様式（第９条関係） 

賞じゅつ審査結果答申書 

 

 

（略）  

（略） 

  

第４号様式 
第４号様式（第10条殉職者賞じゅつ及び殉職

者特別賞じゅつ関係） 

賞じゅつ贈呈通知書 

 

 

（略） 

 

  

（略） 

  

（庶務） 

第５条 審査委員会の事務は、消防

本部の賞じゅつ事務所管課で処

理する。 

様式第１号 
様式第１号（第２条関係） 

第  号 

年 月 日  

湯河原町長 様 

湯河原町消防長   印 

賞じゅつ上申書 

（略） 

（略） 

  

様式第２号 
様式第２号（第２条関係） 

事 実 調 書 

  

（略） 

（略） 

  

様式第３号 
様式第３号（第９条関係） 

賞じゅつ審査結果答申書 

 

 

（略） 

（略） 

  

様式第４号 
様式第４号（第10条殉職者賞じゅつ及び殉職

者特別賞じゅつ関係） 

賞じゅつ贈呈通知書 

 

 

（略） 

  

（略） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



【参考資料】 

 

 

現     行 改  正  後 備 考 

第５号様式 
第５号様式（第10条障害者賞じゅつ関係） 

賞じゅつ贈呈通知書 

 

 

（略） 

（略） 

  

第６号様式 
第６号様式（第11条関係） 

賞じゅつ原簿 

（略） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第５号 
様式第５号（第10条障害者賞じゅつ関係） 

賞じゅつ贈呈通知書 

 

 

（略） 

（略） 

  

様式第６号 
様式第６号（第11条関係） 

賞じゅつ原簿 

（略） 

  

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日 

から施行する。 

（経過措置） 

２ （略） 

３ この規則の施行の際現に提出

されているこの規則による改正

前の様式（次項において「旧様式」

という。）により使用されている

書類は、この規則による改正後の

様式によるものとみなす。 

４ この規則の施行の際現にある

旧様式による用紙については、当

分の間、これを取り繕って使用す

ることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【参考資料】 

 

 

○湯河原町消防本部消防職員委員会に関する規則の一部改正（第９条関係） 

現     行 改  正  後 備 考 

（消防長に準ずる職） 

第２条 法第17条第３項の規定に

基づき規則で定める消防長に準

ずる職は、湯河原町消防職員の職

の設置等に関する規則（平成18

年湯河原町規則第22号）第３条に

規定する消防本部の課長以上の

職にあるものとし、その順序は次

のとおりとする。 

(1) 総務課長 

(2) 警防課長 

（庶務） 

第13条 委員会の庶務は、総務課に

おいて処理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（消防長に準ずる職） 

第２条 法第17条第３項の規定に

基づき規則で定める消防長に準

ずる職は、湯河原町消防職員の職

の設置等に関する規則（平成18

年湯河原町規則第22号）第３条に

規定する消防本部の課長以上の

職にあるものとし、その順序は次

のとおりとする。 

(1) 消防総務課長 

(2) 警防課長 

（庶務） 

第13条 委員会の庶務は、消防総務

課において処理する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日 

から施行する。 

（経過措置） 

２ （略） 

３ （略） 

４ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【参考資料】 

 

 

○湯河原町庁舎管理規則の一部改正（第10条関係） 

現     行 改  正  後 備 考 

（管理責任者） 

第４条 庁舎に管理責任者を置き、

庶務課長をもって充てる。ただ

し、出先機関等の庁舎について

は、当該庁舎を所管する各課等長

とする。 

２ （略） 

３ （略） 

（会議室等の使用） 

第13条 （略） 

２ 第３庁舎３階会議室を使用し

ようとする者は、あらかじめ庶務

課長の承認を受けなければなら

ない。 

３ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（管理責任者） 

第４条 庁舎に管理責任者を置き、

庁舎管理所管課長をもって充て

る。ただし、出先機関等の庁舎に

ついては、当該庁舎を所管する各

課等長とする。 

２ （略） 

３ （略） 

（会議室等の使用） 

第13条 （略） 

２ 第３庁舎３階会議室を使用し

ようとする者は、あらかじめ庁舎

管理所管課長の承認を受けなけ

ればならない。 

３ （略） 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日 

から施行する。 

（経過措置） 

２ （略） 

３ （略） 

４ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【参考資料】 

 

 

○湯河原町職員の通勤手当に関する規則の一部改正（第11条関係） 

現     行 改  正  後 備 考 

別記様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式（第２条関係） 
通 勤 届 

（略） 

（略） 

（略） 

 
決

裁 

庶務

課長 

副課

長 
係長 係員 

所属

課等

長 

  
  

      

 

別記様式 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日 

から施行する。 

（経過措置） 

２ （略） 

３ この規則の施行の際現に提出

されているこの規則による改正

前の様式（次項において「旧様式」

という。）により使用されている

書類は、この規則による改正後の

様式によるものとみなす。 

４ この規則の施行の際現にある

旧様式による用紙については、当

分の間、これを取り繕って使用す

ることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式（第２条関係） 
通 勤 届 

（略） 

（略） 

（略） 

 
決

裁 

総務

課長 

副課

長 
係長 係員 

所属

課等

長 

  
  

      

 

 



【参考資料】 

 

 

○湯河原町消防職員の職の設置等に関する規則の一部改正（第12条関係） 

現     行 改  正  後 備 考 

別表第２（第４条関係） 

職 階級 
職に充て

る職員 

（略） 

（略） 

（略） 
中隊長 

（略） 

小隊長 
（略） 

（略） 

（略） （略） 

別表第３（第５条関係） 

職 職務 

（略） （略） 

中隊長 （略） 

（略） （略） 

小隊長 上司の命を受け、所

管の事務を掌理す

る。 

係長 

主査 

主任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第２（第４条関係） 

職 階級 
職に充て

る職員 

（略） 

（略） 

（略） 
副隊長 

（略） 

係長 
（略） 

（略） 

（略） （略） 

別表第３（第５条関係） 

職 職務 

（略） （略） 

副隊長 （略） 

（略） （略） 

係長 上司の命を受け、所

管の事務を掌理す

る。 

主査 

主任 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日 

から施行する。 

（経過措置） 

２ （略） 

３ （略） 

４ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【参考資料】 

 

 

○湯河原町特定滞納者に対する特別措置に関する条例施行規則の一部改正（第13条

関係） 

現     行 改  正  後 備 考 

（委員会の組織等） 

第６条 （略） 

２ （略） 

３ 委員は、次に掲げる職にある者

を充てる。 

(1) 参事 

(2) 消防長 

(3) 税務課長 

４ （略） 

｜ 

９ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（委員会の組織等） 

第６条 （略） 

２ （略） 

３ 委員は、次に掲げる職にある者

を充てる。 

(1) 参事 

(2) 消防長 

 

４ （略） 

｜ 

９ （略） 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日 

から施行する。 

（経過措置） 

２ （略） 

３ （略） 

４ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削る 



【参考資料】 

 

 

○湯河原町長の職務代理に関する規則の一部改正（第14条関係） 

現     行 改  正  後 備 考 

第３条 法第152条第３項に規定す

る場合において町長の職務を代

理する上席の職員は、庶務課長と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

第３条 法第152条第３項に規定す

る場合において町長の職務を代

理する上席の職員は、総務課長と

する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日 

から施行する。 

（経過措置） 

２ （略） 

３ （略） 

４ （略） 

 

 



【参考資料】 

 

 

○湯河原町事務分掌に関する規則の一部改正（第15条関係） 

現     行 改  正  後 備 考 

（課等の設置） 

第２条 湯河原町課等設置条例（平

成27年湯河原町条例第32号）第１

条に規定する課等に次の担当、係

及び園（以下「係等」という。）

を置く。 

課等名 係等名 

（略） （略） 

財政課 財政係 

庶務課 （略） 

税務課 課税係、資産税係 

徴収対

策室 

管理係、収納係、滞納整

理係 

（略） （略） 

土木課 土木係、用地係 

まちづ

くり課 

計画係、施設係、交通

安全係 

第５条 財政課の分掌事務は、次の

とおりとする。 

 財政係 

  (1) （略） 

   | 

  (9) （略） 

  (10)  基金その他出資財産の

管理の総括に関するこ

と。 

  (11) 指定管理者制度に関す

ること。 

  (12) （略） 

  (13) （略） 

 

（課等の設置） 

第２条 湯河原町課等設置条例（平

成27年湯河原町条例第32号）第１

条に規定する課等に次の担当、係

及び園（以下「係等」という。）

を置く。 

課等名 係等名 

（略） （略） 

財政課 財政係、管財係 

総務課 （略） 

税務収

納課 

課税係、資産税係、滞

納整理係、収納管理係 

（略） （略） 

土木課 土木係、用地係、交通

安全係 

まちづ

くり課 

計画係、施設係 

第５条 財政課の分掌事務は、次の

とおりとする。 

 財政係 

  (1) （略） 

   | 

  (9) （略） 

  (10)  基金の管理の総括に関

すること。 

 

   

 

  (11) （略） 

  (12) （略） 

管財係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削る 

 

 

 

 



【参考資料】 

 

 

現     行 改  正  後 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６条 庶務課の分掌事務は、次の

とおりとする。 

庶務係 

(1) （略） 

｜ 

(15) （略） 

行政・文書係 

(1) （略） 

｜  

(6) （略） 

(7) 議案等の審査に関するこ

と。 

(8) 例規集の編さん及び法令

集の加除に関すること。 

(9) （略） 

(10) （略） 

(11) 行政文書の公開に関す

ること。 

(12) （略） 

｜ 

(15) （略） 

(16) 土木工事、建築工事等の

検査調整に関すること。 

(17) 物品等の検収に関する

こと。 

(18) 入札参加者の登録に関

  (1) 町有財産管理の総括に

関すること。 

  (2) 町有財産の取得管理及

び処分に関すること。 

  (3) 出資財産の管理の総括

に関すること。 

  (4) 財産台帳の整備及び保

存に関すること。 

  (5) 湯河原町土地開発公社

との連絡調整に関するこ

と。 

  (6) 指定管理者制度に関す

ること。 

第６条 総務課の分掌事務は、次の

とおりとする。 

庶務係 

(1) （略） 

｜ 

(15) （略） 

行政・文書係 

(1) （略） 

｜  

(6) （略） 

(7) 議案の審査に関するこ

と。 

(8) 例規集の編さんに関する

こと。 

(9) （略） 

(10) （略） 

(11) 情報公開に関すること。 

 

(12) （略） 

｜ 

(15) （略） 

(16) 工事、委託等の検査及び

物件の検収に関すること。 

(17) 入札及び契約に関する

こと。 
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すること。 

(19) 入札の執行に関するこ

と。 

(20) 請負契約、物品購入契約

及び委託契約に関するこ

と。 

(21) 指名委員会及び入札参

加資格審査委員会に関す

ること。 

(22) 予定価格及び最低制限

価格に関すること。 

職員係 

(1) （略） 

｜ 

(11) （略） 

第７条 税務課の分掌事務は、次の

とおりとする。 

課税係 

(1) （略） 

  ｜ 

(6) （略） 

(7) 課内の物品の出納及び保

管に関すること。 

(8) 課内の庶務に関するこ

と。 

資産税係 

(1) （略） 

  ｜ 

(7) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員係 

(1) （略） 

｜ 

(11) （略） 

第７条 税務収納課の分掌事務は、

次のとおりとする。 

課税係 

(1) （略） 

  ｜ 

(6) （略） 

 

 

 

 

資産税係 

(1) （略） 

  ｜ 

(7) （略） 

滞納整理係 

(1) 町税等の徴収対策に関す

ること。 

(2) 町税等の徴収方法の調査

に関すること。 

(3) 町税等の徴収及び滞納処

分に関すること。 

(4) 特定滞納者に関するこ

と。 

収納管理係 

 

削る 

 

削る 

 

 

削る 

 

 

削る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削る 

 

削る 
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第８条 徴収対策室の分掌事務は、

次のとおりとする。 

管理係 

(1) 町税等の徴収対策に関す

ること。 

(2) 納付環境の整備に関する

こと。 

(3) 諸証明の交付に関するこ

と。 

(4) 徴収金に関する不服申立

ての処理に関すること。 

(5) 室内の物品の出納及び保

管に関すること。 

(6) 室内の庶務に関するこ

と。 

収納係 

(1) 町税等の徴収対策に関す

ること。 

(2) 町税等の徴収方法の調査

に関すること。 

(3) 納税及び納付意識の啓発

に関すること。 

(4) 町税等の徴収及び滞納処

分に関すること。 

滞納整理係 

(1) 町税等の徴収対策に関す

ること。 

(1) 納税及び納付意識の啓発

に関すること。 

(2) 納付環境の整備に関する

こと。 

(3) 諸証明の交付に関するこ

と。 

(4) 徴収金に関する不服申立

ての処理に関すること。 

(5) 課内の物品の出納及び保

管に関すること。 

(6) 課内の庶務に関するこ

と。 
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(2) 町税等の徴収方法の調査

に関すること。 

(3) 納税及び納付意識の啓発

に関すること。 

(4) 町税等の高額滞納に係る

徴収及び滞納処分に関する

こと。 

(5) 特定滞納者に関するこ

と。 

(6) 徴収金に関する不服申立

ての処理に関すること。 

第９条 こども支援課の分掌事務

は、次のとおりとする。 

児童福祉係 

(1) （略） 

  ｜ 

(15) （略) 

第10条 社会福祉課の分掌事務は、

次のとおりとする。 

社会福祉係 

(1) （略） 

  ｜ 

(16) （略） 

障がい福祉係 

(1) （略） 

｜ 

(8) （略） 

第11条 介護課の分掌事務は、次の

とおりとする。 

介護保険係 

(1) （略） 

  ｜ 

(5) （略） 

介護予防係 

(1) （略） 

  ｜ 

(3) （略） 

地域包括支援係 

(1) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８条 こども支援課の分掌事務

は、次のとおりとする。 

児童福祉係 

(1) （略） 

  ｜ 

(15) （略) 

第９条 社会福祉課の分掌事務は、

次のとおりとする。 

社会福祉係 

(1) （略） 

  ｜ 

(16) （略） 

障がい福祉係 

(1) （略） 

｜ 

(8) （略） 

第10条 介護課の分掌事務は、次の

とおりとする。 

介護保険係 

(1) （略） 

  ｜ 

(5) （略） 

介護予防係 

(1) （略） 

  ｜ 

(3) （略） 

地域包括支援係 

(1) （略） 
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(2) （略） 

第12条 保健センターの分掌事務

は、次のとおりとする。 

保健予防係 

(1) （略） 

  ｜ 

(10) （略） 

健康指導係 

(1) （略） 

  ｜ 

(9) （略） 

第13条 住民課の分掌事務は、次の

とおりとする。 

戸籍住民係 

(1) （略） 

  ｜ 

(10) （略） 

保険年金係 

(1) （略） 

  ｜ 

(3) （略） 

第14条 観光課の分掌事務は、次の

とおりとする。 

振興係 

(1) （略） 

  ｜ 

(9) （略） 

施設係 

(1) （略） 

  ｜ 

(5) （略） 

商工係 

(1) （略） 

  ｜ 

(11) （略） 

第15条 農林水産課の分掌事務は、

次のとおりとする。 

振興係 

(1) （略） 

(2) （略） 

第11条 保健センターの分掌事務

は、次のとおりとする。 

保健予防係 

(1) （略） 

  ｜ 

(10) （略） 

健康指導係 

(1) （略） 

  ｜ 

(9) （略） 

第12条 住民課の分掌事務は、次の

とおりとする。 

戸籍住民係 

(1) （略） 

  ｜ 

(10) （略） 

保険年金係 

(1) （略） 

  ｜ 

(3) （略） 

第13条 観光課の分掌事務は、次の

とおりとする。 

振興係 

(1) （略） 

  ｜ 

(9) （略） 

施設係 

(1) （略） 

  ｜ 

(5) （略） 

商工係 

(1) （略） 

  ｜ 

(11) （略） 

第14条 農林水産課の分掌事務は、

次のとおりとする。 

振興係 

(1) （略） 
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  ｜ 

(9) （略） 

施設係 

(1) （略） 

  ｜ 

(8) （略） 

第16条 環境課の分掌事務は、次の

とおりとする。 

保全係 

(1) （略） 

  ｜ 

(24) （略） 

業務係 

(1) （略） 

(2) （略） 

第17条 土木課の分掌事務は、次の

とおりとする。 

 土木係 

  (1) （略） 

  ｜ 

  (13) （略） 

 用地係 

  (1) （略） 

  ｜ 

  (7) （略） 

(8) 道路、水路及び他の課等

に属さない町有地の境界

確認に関すること。 

(9) （略） 

(10) （略） 

  (11) 町有財産管理の総括に

関すること。 

  (12) 町有財産の取得管理及

び処分に関すること。 

  (13) 財産台帳の整備及び保

存に関すること。 

  (14) 湯河原町土地開発公社

との連絡調整に関するこ

と。 

  ｜ 

(9) （略） 

施設係 

(1) （略） 

  ｜ 

(8) （略） 

第15条 環境課の分掌事務は、次の

とおりとする。 

保全係 

(1) （略） 

  ｜ 

(24) （略） 

業務係 

(1) （略） 

(2) （略） 

第16条 土木課の分掌事務は、次の

とおりとする。 

 土木係 

  (1) （略） 

  ｜ 

  (13) （略） 

 用地係 

  (1) （略） 

  ｜ 

  (7) （略） 

(8) 道路及び水路の境界確

認に関すること。 

 

(9) （略） 

(10) （略） 
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第18条 まちづくり課の分掌事務

は、次のとおりとする。 

 計画係 

  (1) （略） 

  ｜ 

  (17) （略） 

  (18) 駅前広場の管理に関す

ること。 

    (19) （略） 

    (20) （略） 

    (21) （略） 

    (22) （略） 

 施設係 

  (1) （略） 

  ｜ 

  (6) （略） 

 

 

  (7) （略） 

 交通安全係 

  (1) 交通安全に関すること。 

（会計管理者の補助組織） 

第19条 （略） 

２ （略） 

 （福祉会館） 

第20条 （略） 

 （保育園） 

第21条 （略） 

２ （略） 

 （湯河原町駅前観光案内所） 

第22条 （略） 

２ （略） 

３ （略） 

 （臨時又は特別の事務の処理） 

第23条 （略） 

２ （略） 

３ （略） 

 交通安全係 

  交通安全に関すること。 

第17条 まちづくり課の分掌事務

は、次のとおりとする。 

 計画係 

  (1) （略） 

  ｜ 

  (17) （略） 

   

 

    (18) （略） 

    (19) （略） 

    (20) （略） 

    (21) （略） 

 施設係 

  (1) （略） 

  ｜ 

  (6) （略） 

  (7) 駅前広場の管理に関する

こと。 

  (8) （略） 

  

 

（会計管理者の補助組織） 

第18条 （略） 

２ （略） 

 （福祉会館） 

第19条 （略） 

 （保育園） 

第20条 （略） 

２ （略） 

 （湯河原町駅前観光案内所） 

第21条 （略） 

２ （略） 

３ （略） 

 （臨時又は特別の事務の処理） 

第22条 （略） 

２ （略） 

３ （略） 
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 （主管課等の決定） 

第24条 （略） 

 （相互援助） 

第25条 （略） 

 （事務分担） 

第26条 （略） 

  

 

 

 

 （主管課等の決定） 

第23条 （略） 

 （相互援助） 

第24条 （略） 

 （事務分担） 

第25条 （略） 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日 

から施行する。 

（経過措置） 

２ （略） 

３ （略） 

４ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


